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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年9月9日(2021.9.9)

【公開番号】特開2020-46650(P2020-46650A)
【公開日】令和2年3月26日(2020.3.26)
【年通号数】公開・登録公報2020-012
【出願番号】特願2019-77072(P2019-77072)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   4/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   2/50     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ 290/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３４２　
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３０２　
   Ｇ０９Ｆ    9/00     ３１３　
   Ｃ０９Ｊ    5/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ    4/00     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/08     　　　　
   Ｃ０９Ｊ   11/06     　　　　
   Ｃ０８Ｆ    2/50     　　　　
   Ｃ０８Ｆ  290/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月30日(2021.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面板又は画像表示部材の表面に、光硬化性樹脂組成物からなる硬化性樹脂層を形成す
る工程Ａと、
　上記硬化性樹脂層に、発光ピーク波長が３６０～４３０ｎｍの範囲であるＬＥＤと、発
光ピーク波長が２００～３４５ｎｍであるＬＥＤとを有するＵＶ－ＬＥＤから光を照射し
て仮硬化層を形成する工程Ｂと、
　上記仮硬化層を介して上記前面板と上記画像表示部材とを貼り合わせる工程Ｃと、
　上記仮硬化層に対して上記前面板を介して光照射し、硬化樹脂層を形成する工程Ｄとを
有し、
　上記工程Ｂで照射する光は、波長３６０～４３０ｎｍの範囲にピークを有する第１の光
と、波長２００～３４５ｎｍの範囲にピークを有する第２の光とを含み、
　上記工程Ｂでは、上記第１の光を上記硬化性樹脂層に照射して酸素阻害が生じる上記硬
化性樹脂層の部位に上記第２の光を照射する、画像表示装置の製造方法。
【請求項２】
　上記工程Ｂでは、上記第１の光の積算光量が上記第２の光の積算光量よりも大きくなる
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ように、上記硬化性樹脂層に上記第１の光及び上記第２の光を照射する、請求項１記載の
画像表示装置の製造方法。
【請求項３】
　上記工程Ｂでは、上記硬化性樹脂層の表面に対して、上記第１の光及び上記第２の光を
照射する、請求項１又は２記載の画像表示装置の製造方法。
【請求項４】
　上記硬化性樹脂層の厚みが２５～３５０μｍである、請求項１～３のいずれか１項に記
載の画像表示装置の製造方法。
【請求項５】
　上記工程Ｂでは、上記第１の光の積算光量が２０００～５０００ｍＪ／ｃｍ２の範囲で
あり、上記第２の光の積算光量が２０ｍＪ／ｃｍ２以上１０００ｍＪ／ｃｍ２未満の範囲
である、請求項１～４のいずれか１項に記載の画像表示装置の製造方法。
【請求項６】
　上記光硬化性樹脂組成物は、光ラジカル反応性成分と、光重合開始剤と、可塑剤及び粘
着付与成分の少なくとも１種とを含有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の画像表
示装置の製造方法。
【請求項７】
　上記光ラジカル反応性成分は、（メタ）アクリレートオリゴマー及び（メタ）アクリレ
ートモノマーの少なくとも１種を含有する、請求項６に記載の画像表示装置の製造方法。
【請求項８】
　上記光重合開始剤は、アルキルフェノン系光重合開始剤、アシルフォスフィンオキサイ
ド系光重合開始剤、ベンゾフェノン系光重合開始剤、分子内水素引き抜き型光重合開始剤
の少なくとも１種を含有する、請求項６又は７記載の画像表示装置の製造方法。
【請求項９】
　上記光硬化性樹脂組成物は、上記光ラジカル反応性成分を合計で３０～９０質量％と、
上記光重合開始剤を２～６質量％と、上記可塑剤及び上記粘着付与成分の少なくとも１種
を５～５８質量％とを含有する、請求項６～８のいずれか１項に記載の画像表示装置の製
造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　工程Ｂでは、波長３６０～４３０ｎｍの範囲にピークを有する第１の光の積算光量が、
波長２００～３４５ｎｍの範囲にピークを有する第２の光の積算光量よりも大きくなるよ
うに光を照射することが好ましい。これにより、仮硬化時の接着性能をより良好にするこ
とができる。一例として、波長３６０～４３０ｎｍの範囲にピークを有する第１の光の積
算光量が２０００～５０００ｍＪ／ｃｍ２の範囲であり、波長２００～３４５ｎｍの範囲
にピークを有する第２の光の積算光量が２０ｍＪ／ｃｍ２以上１０００ｍＪ／ｃｍ２未満
の範囲であることが好ましい。工程Ｂでは、波長３６０～４３０ｎｍの範囲にピークを有
する第１の光として、例えば、発光波長が３６５±５ｎｍである光を、照度１００～５０
０ｍＷ／ｃｍ２の条件で照射することが好ましい。また、工程Ｂでは、波長２００～３４
５ｎｍの範囲にピークを有する第２の光として、例えば、発光波長が２８０±５ｎｍの光
を、照度１０～１００ｍＷ／ｃｍ２の条件で照射することが好ましい。工程Ｂで用いるＵ
Ｖ－ＬＥＤとしては、例えば、発光ピーク波長が３６０～４３０ｎｍの範囲（一例として
発光波長が３６５±５ｎｍ）であるＬＥＤと、発光ピーク波長が２００～３４５ｎｍ（一
例として発光波長が２８０±５ｎｍ）であるＬＥＤとを有する装置を用いることができる
。
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